
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
よ
り
良
い
介
護
の
た
め
に
」

対
介
護
に
関
心
の
あ
る
人　

時
６
月

５
日
（
土
）
13:
00
〜
16:

00　

所
さ

ざ
ん
か
会
館
５
階
大
会
議
室　

容
▽

基
調
講
演
「
医
療
・
看
護
・
介
護
の
連

携
で
安
心
の
介
護
を
」　

講
師
：
田た
な
か中

紀の
り
あ
き章
さ
ん
（
市
立
病
院 

院
長
）　

▽
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
医
療
・
看
護
・
介
護
の

連
携
」　

料
無
料

問
家
族
介
護
者
の
集
い
ス
マ
イ
ル
・

ス
マ
イ
ル
事
務
局
（
鳥
取
中
央
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
）

家
族
介
護
教
室

（
鳥
取
・
国
府
・
福
部
地
域
）

対
家
族
介
護
者
や
介
護
に
関
心
の
あ
る

人　

所
さ
ざ
ん
か
会
館
３
階
（
第
２
回

の
み
１
階
）　

料
４
５
０
円
（
調
理
実

習
材
料
費
）　

員
30
人
（
申
し
込
み
順
）

募
６
月
24
日
（
木
）
ま
で
に 

※
電
話
・

フ
ァ
ク
シ
ミ
リ
で
も
可
　
容
１
回
２
時

間
程
度
、
全
４
回
（
希
望
の
教
室
の
み

の
参
加
可
）

第
１
回

日
時
７
／
８
（
木
）
13:

30
〜
16:

00

内
容
高
齢
者
が
か
か
り
や
す
い
病
気

と
健
康
管
理
、
介
護
保
険
サ
ー

ビ
ス
の
利
用
の
手
続
き
な
ど

第
２
回

日
時
７
／
15
（
木
）
９:

30
〜
12:

30

内
容
介
護
食
の
講
義
と
調
理
実
習

第
３
回

日
時
７
／
29
（
木
）
13:

30
〜
16:

00

内
容
介
護
技
術
の
実
技

①
移
乗
・
移
動
時
の
介
護
方
法

②
排
泄
時
の
介
助　

な
ど

口
腔
ケ
ア
・
口
の
体
操

第
４
回

日
時
８
／
５
（
木
）
13:

30
〜
16:

00

内
容
認
知
症
の
理
解
と
対
応
に
つ
い

て
、
介
護
者
の
腰
痛
・
肩
こ
り

予
防
体
操

問
鳥
取
中
央
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

 

０
８
５
７-
20-

３
４
５
６

 

０
８
５
７-
20-
３
４
０
４

国
府
・
福
部
町
総
合
支
所
市
民
福
祉
課

（

 

16
ペ
ー
ジ
）

高
齢
者
・
障
が
い
者
用

居
室
改
築
な
ど
の
貸
し
付
け

対
▽
60
歳
以
上
の
高
齢
者
と
同
居
し

て
い
る
60
歳
未
満
の
人
▽
身
体
障
害
者

手
帳
１
〜
４
級
・
療
育
手
帳
Ａ
を
所
持

し
て
い
る
人
ま
た
は
そ
の
人
と
同
居
し

て
い
る
人　

容
高
齢
者
・
障
が
い
者
の

専
用
居
室
、
浴
室
、
台
所
、
ト
イ
レ
、

廊
下
な
ど
の
増
改
築　

額
50
万
〜
２

５
０
万
円
、
金
利
０
・
５
㌫
（
変
動
す

る
場
合
あ
り
）
で
、
償
還
期
間
は
10
年

以
内
（
貸
付
額
に
応
じ
て
変
動
）　

※

連
帯
保
証
人
が
２
人
必
要
。
工
事
着
工

前
に
申
請
が
必
要

問
▽
高
齢
者
：
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢

社
会
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

▽
障
が
い
者
：
市
役
所
駅
南
庁
舎
生
活

福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
５

応
急
軽
度
家
事
援
助
事
業

容
本
人
ま
た
は
介
護
者
の
ケ
ガ
や
病

気
な
ど
で
一
時
的
な
生
活
支
援
が
必
要

な
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
な
ど
に
、

家
事
援
助
員
を
派
遣
し
、
炊
事
・
洗
濯
・

掃
除
な
ど
簡
単
な
日
常
生
活
を
援
助　

対
お
お
む
ね
65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮

ら
し
の
高
齢
者
な
ど　

料
80
円
／
30

分
（
１
カ
月
11
時
間
以
内
）

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
高
齢
社
会
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
５
３

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

16
ペ
ー
ジ
）

は
り
・
き
ゅ
う
・

マ
ッ
サ
ー
ジ
費
の
助
成

対
所
得
税
お
よ
び
市
民
税
非
課
税
で
、

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人
①
70
歳

以
上
の
人
②
65
歳
以
上
で
後
期
高
齢
者

医
療
被
保
険
者　

額
１
回
あ
た
り
千

円
以
内
の
助
成
券
（
有
効
期
限
：
平
成

23
年
５
月
31
日
）
を
発
行　

※
利
用
は

「
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師
、
は
り

師
、
き
ゅ
う
師
等
に
関
す
る
法
律
」
に

よ
り
免
許
を
取
得
し
、
鳥
取
県
鍼
灸
マ

ッ
サ
ー
ジ
師
会
、
鳥
取
県
鍼
灸
師
会
お

よ
び
日
本
あ
ん
摩
マ
ッ
サ
ー
ジ
指
圧
師

会
鳥
取
県
支
部
に
加
盟
し
て
い
る
治
療

院
（
所
）
な
ど
に
限
る
（
年
12
回
以
内
）

持
健
康
保
険
証
な
ど
本
人
確
認
が
で

き
る
も
の　

受
６
月
１
日
（
火
）
か
ら

※
７
月
以
降
は
、
申
請
月
に
よ
り
年
間

の
利
用
回
数
が
少
な
く
な
り
ま
す
。

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
保
険
年
金
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
８
７

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

16
ペ
ー
ジ
）

統
合
失
調
症
患
者
家
族
教
室

容
統
合
失
調
症
な
ど
の
心
の
病
気
や

障
が
い
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
適
切

に
精
神
保
健
福
祉
制
度
が
活
用
さ
れ
る

よ
う
家
族
同
士
で
情
報
交
換
や
交
流
を

行
う
（
医
師
に
よ
る
講
話
、
施
設
見
学

な
ど
） 

対
統
合
失
調
症
で
治
療
中
の
人

が
い
る
家
族　

員
10
人
程
度　

料
無

料　

時
６
月
15
日
（
火
）、29
日
（
火
）、

７
月
13
日
（
火
）、
27
日
（
火
）、
８
月

３
日
（
火
）
10:

00
〜
12:

00　

所
さ

わ
や
か
会
館
（
富
安
二
丁
目
）

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
４

福　祉
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特
別
医
療
費
受
給
資
格
証（
青
色
）

の
更
新

容
現
在
受
給
資
格
証
を
お
持
ち
の
人

で
次
の
対
象
者
に
は
特
別
医
療
受
給
資

格
者
証
を
郵
送
し
ま
す
。
特
別
医
療
費

助
成
制
度
は
医
療
保
険
で
医
療
を
受
け

た
場
合
に
、
自
己
負
担
分
を
助
成
す
る

制
度
で
す
。
健
康
保
険
証
の
記
載
内
容

に
変
更
が
あ
っ
た
人
は
届
け
出
を
お
願

い
し
ま
す
。

【
重
度
心
身
な
ど
】　

対
障
が
い
の
あ

る
人
本
人
の
平
成
21
年
中
の
年
間
所
得

額
が
１
５
９
万
５
千
円
未
満
の
人
（
扶

養
人
数
が
０
人
の
場
合
。
扶
養
人
数
が

１
人
増
え
る
ご
と
に
38
万
円
を
加
算
）

で
、
以
下
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
人

▽
身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
を
お
持

ち
の
人
▽
療
育
手
帳
に
特
別
医
療
該
当

と
記
載
さ
れ
て
い
る
人
▽
精
神
障
害
者

保
健
福
祉
手
帳
１
級
を
お
持
ち
の
人

【
ひ
と
り
親
家
庭
】　

対
平
成
21
年
の

所
得
税
が
非
課
税
の
世
帯
で
、
ひ
と
り

親
家
庭
の
親
子　

※
子
が
18
歳
に
達
す

る
年
度
末
ま
で　

▽
申
請
が
必
要
な

人
：
こ
れ
ま
で
一
度
も
受
給
し
た
こ
と

が
な
か
っ
た
人
（
受
付
期
間
７
月
１
日

（
木
）
〜
）
／
平
成
21
年
中
の
所
得
の

申
告
が
な
か
っ
た
人
（
受
付
期
間
６
月

21
日
（
月
）
〜
25
日
（
金
）） 

※
資
格

開
始
日
は
、
申
請
さ
れ
た
月
の
初
日
か

ら　

持
親
・
子
の
健
康
保
険
証
、
印
鑑
、

平
成
21
年
中
の
所
得
を
証
明
す
る
も
の

（
所
得
課
税
証
明
書
） 

※
平
成
22
年
１

月
２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
人
の
み

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
保
険
年
金
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
８
６

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

16
ペ
ー
ジ
）

障
が
い
者
住
宅
改
良
費
の
助
成

対
①
日
常
生
活
用
具
の
給
付
（
住
宅

改
修
）
：
下
肢
機
能
障
が
い
、
体
幹
機

能
障
が
い
、
脳
原
性
移
動
機
能
障
が
い

で
１
〜
３
級
の
身
体
障
害
者
手
帳
所
持

者
②
障
が
い
者
住
宅
改
良
費
の
助
成
：

身
体
障
害
者
手
帳
１
・
２
級
ま
た
は
①

の
対
象
者
、
療
育
手
帳
Ａ
の
所
持
者
で

①
の
対
象
者
ま
た
は
同
じ
住
所
の
人
が

凡例
対＝対象　容＝内容　時＝日時　募＝募集期間・方法
所＝場所　員＝定員　数＝数量　額＝支給・助成額など
料＝料金　受＝受付　条＝条件　持＝持参するもの
問＝問い合わせ先

市
民
税
非
課
税
の
人　

※
①
・
②
は
併

用
可
、
高
齢
者
住
宅
改
修
費
の
助
成
に

該
当
す
る
場
合
は
除
く　

容
①
便
器

の
取
り
替
え
、
手
す
り
、
ス
ロ
ー
プ
の

設
置
な
ど
の
小
規
模
な
も
の
②
居
室
、

浴
室
、
便
所
、
玄
関
、
廊
下
お
よ
び
ホ

ー
ム
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
設
置
な
ど 

※

新
築
・
増
築
の
場
合
は
対
象
外 

額
①

日
常
生
活
用
具
給
付
対
象
経
費
（
上
限

20
万
円
）
の
９
割
（
上
限
18
万
円
）
②

障
が
い
者
住
宅
改
良
助
成
対
象
経
費
の

２
分
の
１
（
上
限
40
万
円
）　

※
工
事

着
工
前
に
申
請
が
必
要

問
市
役
所
駅
南
庁
舎
生
活
福
祉
課

 

０
８
５
７-

20-

３
４
７
５

各
総
合
支
所
市
民
福
祉
課（

 

16
ペ
ー
ジ
）

問い合わせ先　鳥取年金事務所  0857-27-8311　
市役所駅南庁舎保険年金課  0857-20-3484

保険料免除の申請は
7月から受け付けます！
◆免除制度
　免除の期間は、7月から翌年の 6月までの 1年間で
す。同一年度内であれば年度当初の7月にさかのぼっ
て申請を受け付けます（年金保険料を納付済みの場合
は除く）。希望する人は早めに申請してください。
　すでに全額免除・若年者納付猶予を受け、継続審査
を希望している人は、年度替わりの再申請は不要です。
※ 4分の 3・半額・4分の 1 免除および退職特例によ
る免除該当者は再申請が必要です。
◆若年者納付猶予
　同居している世帯主の収入が多いため免除を受けら
れない若年加入者（30歳未満）のために、若年者納
付猶予制度があります。この制度は免除ではないため、
10年以内に追納しないと猶予期間に相当する年金額
はまったく受給できません。
※老齢基礎年金、障害基礎年金などの受給資格期間に
は算入されます。
◆追納制度
　保険料免除・若年者納付猶予・学生納付特例の承認
を受けてから10年以内であれば、保険料をさかのぼっ
て納めることができる「追納制度」があります。将来、
十分な年金を受け取るためにも追納をお勧めします。
追納の申し込みは鳥取年金事務所まで。
※ 3年度目以降の保険料を追納する場合は、当時の保
険料に加算金が加わります。

「地域づくり懇談会」の開催について

問い合わせ先　市役所本庁舎協働推進課 0857-20-3181

　市民と市長が地域の課題や地域づくりなどについて
話し合います。市民と行政が共に助け合い地域の身近
な課題を解決し、安心して暮らせる地域社会を築くた
めにも多くの参加をお願いします。
と　き　19:00～ 20:30
ところ　各地区公民館
【鳥取地域】　倉田地区　６月 30日（水）
　他の地区は、７月から 10月頃までに実施する予定
です。日程などは市報でお知らせします。
【新市域】　主に 10月上旬から 11月に実施予定です。
日程などは総合支所だよりでお知らせします。

を応援しよう！

　「強小」「闘志」をスローガンに、Jリーグ昇格に向
けて 2010 年を戦うガイナーレ鳥取を、スタジアムで
一緒に応援しましょう！　※とりぎんバードスタジア
ムで行われる試合を紹介します。

とき 対戦相手
6 月 19日（土）17:00 ～ ツエーゲン金沢
7月　3日（土）19:00 ～ V・ファーレン長崎
7月 17日（土）19:00 ～ 佐川印刷SC
問い合わせ先　市役所第2庁舎体育課  0857-20-3371

ガイナーレ鳥取
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